
巡回ワゴン利用促進の取組について 

 

１ 沿線の免許返納高齢者世帯等を個別訪問・ヒアリング 

○巡回ワゴン路線沿線地域にお住まいの免許返納高齢者世帯等（免許返納高齢者が少な

い地区については、独居高齢者世帯及び高齢者のみ世帯を含める。）を直接訪問し、

巡回ワゴン運行に係るヒアリング調査を実施。 

 

２ モニター乗車の実施 

○上記個別訪問・ヒアリング調査にて巡回ワゴンモニターを募集。 

○各路線10人程度を想定。 

○関心のある方にモニター乗車いただき、意見を聴取。今後の改善に役立てる。 

 

３ 沿線の高齢者世帯に対するアンケート調査の実施 

○巡回ワゴン路線沿線地域にお住まいの高齢者世帯（独居高齢者世帯及び高齢者のみ世

帯を予定。）に対して、巡回ワゴン運行に係るアンケート調査を実施。 
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